
地方分権を推進するため、平成12年4月に「地方分権一括法」
が施行されました。これは、国と地方が「対等・協力」の関
係のもとで事務を分担しようという法律で、国民年金事務も
見直され効率化が図られました。その結果、これまで市が行
っていた保険料の徴収など一部の事務を、平成14年度から国
が直接行うことになりました。今回の特集では、その変更点
をお知らせします。�

　
み
な
さ
ん
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
市
役
所

を
通
じ
て
国
へ
納
付
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
来
年

度
か
ら
は
、
み
な
さ
ん
が
国
へ
直
接
、
納
付
す

る
方
式
に
変
わ
り
、
納
付
書
も
国
か
ら
直
接
、

個
人
に
送
ら
れ
ま
す
。
保
険
料
は
全
国
す
べ
て

の
銀
行
、
郵
便
局
、
農
協
、
漁
協
、
信
用
金
庫
、

信
用
組
合
、
労
働
金
庫
な
ど
の
金
融
機
関
や
社

会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
支
払
っ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
四
月
分
か
ら

の
保
険
料
は
、
市
役
所
で
は
納
め
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い（
平

成
十
三
年
四
月
分
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
分
ま

で
の
保
険
料
は
、
四
月
末
日
ま
で
市
役
所
で
納

付
で
き
ま
す
）。
現
在
、
口
座
振
替
で
保
険
料

を
納
め
て
い
る
人
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
さ
れ
ま

す
か
ら
手
続
き
は
不
要
で
す（
た
だ
し
、
郵
便

局
を
ご
利
用
の
人
は
手
続
き
が
必
要
で
す
）。

な
お
、
振
替
日
は
、
こ
れ
ま
で
の
当
月
末
日
か

ら
翌
月
末
日
に
変
わ
り
ま
す
。
口
座
振
替
は
納

付
の
手
間
が
省
け
、
う
っ
か
り
納
め
忘
れ
る
こ

と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
口
座
振
替
に
切
り
変
え
る

人
は
、
各
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。�

　
第
三
号
被
保
険
者
と
な
る
人（
会
社
員
の
配

偶
者
で
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と
な
る
二

十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
人
）は
、
配
偶
者
の

勤
務
先
へ
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
市
役
所
へ
の
届
け
出
は

不
要
で
す
。�

　
第
三
号
被
保
険
者
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
が

老
齢
基
礎
年
金
を
請
求
す
る
と
き
は
、
社
会
保

険
事
務
所
で
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

第
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保
険
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る
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配
偶
者
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勤
務
先
へ
届
け
出�

納
付
書
は�

国
か
ら
直
接
送
ら
れ
ま
す�
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　　 　直接、国へ�
国民年金保険料は�
　　 　直接、国へ�

平成14年4月から国民年金制度・事務の一部が変わります�

　
経
済
的
な
理
由
な
ど
で
保
険
料
を
納
め
ら
れ

な
い
と
き
は
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
保
険

料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま

保
険
料
の
免
除
制
度
が�

変
わ
り
ま
す�

老
齢
基
礎
年
金
の
請
求
は�

社
会
保
険
事
務
所
へ�

半
額
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す�

●国民年金保険料の納付の流れ�



　社会保険事務所は、
国の社会保障制度を担
う社会保険庁の地方出
先機関で、年金事務と
健康保険事務などを行
っています。県下に五
事務所があり、本市を含む北勢地域は四日
市社会保険事務所が担当しています。�
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国民年金保険料は�
　　 　直接、国へ�で

は
保
険
料
の
全
額
免
除
制
度
だ
け
で
し
た
が
、

新
た
に
半
額
免
除
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。
半
額

免
除
期
間
は
保
険
料
の
半
額
を
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の
額
は
、
全
額

納
付
し
た
場
合
の
三
分
の
二（
全
額
免
除
は
三

分
の
一
）と
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
こ

れ
ま
で
と
同
様
、
免
除
を
受
け
て
か
ら
十
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
追
納
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。�

　
学
生
に
は
、
本
人
の
収
入
が
基
準

以
下
の
場
合
、
親
の
収
入
に
関
係
な

く
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
れ
ば
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
学
生
納
付
特
例
制
度

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
対
象
外

だ
っ
た
夜
間
部
、
定
時
制
、
通
信
制

課
程
の
学
生
も
、
こ
れ
か
ら
は
対
象

と
な
り
ま
す
。�

夜
間
部
、定
時
制
な
ど
の
学
生
も�

学
生
納
付
特
例
制
度
の
対
象
に�

納
付
書
は
い
つ
届
く
の
？�

　
毎
年
四
月
初
め
に
国
か
ら
納
付
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
万
が
一
、
納
付
書

が
届
か
な
い
と
き
は
、
四
日
市
社
会
保
険

事
務
所
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。�

保
険
料
の
半
額
免
除
の�

対
象
と
な
る
人
は
？�

納
付
を
口
座
振
替
に�

し
た
い
が
？�

　
自
分
の
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
ま
た
は

新
た
に
口
座
を
開
設
す
る
金
融
機
関
に
申

し
込
み
ま
す
。�

年
金
で
分
か
ら
な
い
こ
と
は
、�

ど
こ
で
聞
く
の
？�

　
国
民
年
金
と
厚
生
年
金
に
つ
い
て
の
お

問
い
合
わ
せ
や
相
談
に
つ
い
て
は
、
社
会

保
険
事
務
所
へ
。�

二
十
歳
に
な
っ
た
ら
、�

ど
こ
へ
年
金
の
届
け
出
を
す
る
の
？�

学
生
納
付
特
例
は
、�

ど
ん
な
学
校
の
ど
ん
な
人
が�

申
請
で
き
る
の
？�

　
全
日
制
、
夜
間
部
、
定
時
制
、
通
信
制

課
程
の
学
生
で
、
親
の
所
得
に
関
係
な
く
、

本
人
の
前
年
度
の
所
得
が
六
十
八
万
円
以

下
の
人
が
対
象
で
す
。�

国
民
年
金
制
度
の�

改
正
に
つ
い
て�

年金相談（国民年金・厚生年金）は�

社会保険事務所へ�

　
加
入
届
も
学
生
納
付
特

例
申
請
も
、
今
ま
で
ど
お

り
市
役
所

で
行
っ
て

い
た
だ
き

ま
す
。�
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三
滝
通
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近
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四
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市
駅�

J
R
四
日
市
駅
�

社会保険事務所�

　
標
準
的
四
人
世
帯
（
夫
の
み
所
得
有
、

妻
と
子
二
人
が
扶
養
）
で
、
所
得
金
額
約

二
百
九
十

万
円
以
下

が
目
安
と

な
り
ま
す
。�


